
後見人・保佐人・補助人のみなさまへ　後見センターからの重要なお知らせです

　後見サイト http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/koken/index.html
　HPアドレス （または，「後見サイト」でキーワード検索）

　お問い合わせ 東京家庭裁判所後見センター

□ ５３７４ 　□ ５３７５
□ ５３４３ 　□ ５３４７

毎年の提出書面が変わりました

今回の報告から同封した書面を使用してください
（すでに作成済みの方は来年からで結構です）

　※　成年後見，保佐，補助（未成年を除く）で，ご本人がすでにお亡くなりになっている場合は，法務局への
　　　届出とは別に，裁判所にも届け出る必要があります。お忘れの方は，すぐに裁判所に連絡してください

０３－３５０２－ □ ５１２０ 　□ ５１２６

• 「後見等事務報告書」「財産目録」が新しい様式に
なりました 

• 収支状況報告書が不要になりました 

どこが変わり 

ましたか？ 

• 「後見等事務報告書」 

• 「財産目録」 

• 預貯金の通帳のコピー 

• 株式，投資信託の取引残高報告書など               
（詳細は裏面の「提出書類一覧」をご覧ください） 

何を提出すれば 

いいですか？ 

• 今回のようには送られてきません 

• 毎年，決められた期限までに自主的に報告してくだ
さい 

• 新しい様式は，同封したものをコピーするか，東京
家庭裁判所後見サイトからダウンロードして入手し
てください 

書類は毎年送られ
てくるのですか？ 



 

提出書類一覧 
 
毎年の報告で提出していただく書類は次のとおりです。 

 

【必ず作成する書面】 
◎ 後見等事務報告書 
◎ 財産目録 

    （財産目録作成上の留意点） 

①「１ 預貯金・現金」の項目は必ず記載してください。 

「管理者」の欄は，実際にその預貯金・現金を管理している人を記載してください。 

②２から７までの各項目は，必ず左右どちらかの□をチェック（レ点）してください。 

各項目の財産の内容に少しでも変化があった場合には，右の□をチェックした上で，現 

在の財産の内容を別紙に記載してください。財産の内容に変化があった項目については， 

変化がなかった財産も含めて，現在の財産の内容をすべて記載してください。 

（例えば遺産分割により新たに土地を取得した場合には，「３ 不動産（土地）」の欄に， 

新たに取得した土地だけではなく，以前から所有している土地もあらためて記載します。）。 

 

【必ず添付する資料】 
◎ （普通預金，郵便貯金の場合）通帳のコピー 

      前回の報告から今回の報告までの取引履歴がすべて記帳されている必要があります。 

コピーは，どの口座のものか分かるように表紙も添付してください。 

通帳が発行されない口座の場合には，通帳に代わるものを金融機関又はインターネットから

入手して提出してください。 

◎ （定期預金の場合）通帳・証書のコピー，残高証明書 

      定期預金については，通帳又は証書を金融機関で記帳の上，記帳部分を含む全体のコピーを

提出してください。なお，現在の残高が分かれば，金融機関から内訳明細等を入手して提出

することでもかまいません。※証書等から残高が１年以内に記帳されたことが確認できない

場合には，残高証明書等を追加で提出していただくことがあります。 

◎ （ゆうちょ銀行の定期・定額貯金の場合）通帳のコピー及び元利金額等明細書 
通帳のコピーと元利金額等明細書（内訳書）を提出してください。 

◎ （株式，投資信託の場合）取引残高報告書 

      証券会社から送られてくる直近の取引残高報告書（送られてこない場合は配当金明細書でも

かまいません）のコピーを提出してください。 

 

【前回報告と内容に変化があった場合に添付する資料】 
○ 不動産を取得又は処分したら… 

全部事項証明書（不動産登記簿謄本） 
○ 保険に加入したら… 

保険証券のコピー 
○ ご本人の住居所が変わったら… 

住民票，入院や施設入所に関する資料のコピー 

 ○ 定期的な収入・支出が変わった場合 
     変化後の金額が分かる資料（年金額改定通知書，施設費用領収書等）のコピー 
 ○ 一回につき１０万円を超えるような臨時収入・支出があった場合 
     内容が確認できる資料のコピー 
       ・臨時収入の例：不動産売買契約書，遺産分割協議書，保険金支払通知書 

       ・臨時支出の例：契約書，領収書（ただし，通帳の摘要欄から支出の項目が分かるものにつ 

いては，裁判所から特に提出を求められない限り，添付不要です。） 

※ その他注意事項 

 (1) お配りした用紙に書ききれない場合には，Ａ４判の用紙を用いて適宜作成してください。 

(2) 報告の内容について裁判所から説明を求められることがあります。裁判所に提出した書類については，

必ずコピーを取って手元に残しておくほか，資料の原本についても大切に保管しておいてください。 
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